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(57)【要約】
【目的】
　本発明は、基板との密着性に優れると共に、バックラ
イト光の透過率が減衰し難い、液晶素子用の電極を提供
することを目的とする。。
【構成】
　本発明の液晶素子用の電極は、少なくとも基板、めっ
き下地層、パターン状の金属電極の順で積層されたもの
であって、パターン状の金属電極は、線幅が１～５μｍ
であり、めっき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであ
ると共に、ポリピロール微粒子とバインダーを含む層で
あり、ポリピロール微粒子とバインダーの量比が１：５
～１：５０であることを特徴とする。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基板、めっき下地層、パターン状の金属電極の順で積層された液晶素子用の
電極基板であって、
　パターン状の金属電極は、線幅が１～５μｍであり、
　めっき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであると共に、ポリピロール微粒子とバイン
ダーを含む層であり、
　ポリピロール微粒子とバインダーの量比が１：５～１：５０であることを特徴とする液
晶素子用の電極基板。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶素子用の電極基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液晶ディスプレイに求められる特性として、低電圧駆動による低消費電力化
や表示特性向上、加えて液晶分子の高応答速度化などがある。
【０００３】
　また、液晶ディスプレイの液晶素子用電極としては、例えば基板上にパターン状のＩＴ
Ｏ電極が採用されているものが多く存在する。
　しかしながら、ＩＴＯ電極自体の抵抗値は１０３Ω／□程度であり、その電極部分の抵
抗値に起因して低電圧駆動が達成されていない問題があった。
【０００４】
　また、特許文献１に記載されている表示素子は、発明の目的として、駆動電圧を低く抑
えると共に、表示特性を向上させることが可能な表示素子を提供する記載がされている。
　そして、画素電極が不透明材料であることから、画素電極を構成する材料として透明電
極材料よりも導電率の高い金属材料を用いることができるため、低い電圧で駆動可能にし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２６２０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されるような画素電極として、０．０５～５μｍの細
線パターンで金属材料からなる電極を形成した場合、その金属電極は基板との密着性に劣
るものであった。その結果、基板上に細線パターン状の金属電極を形成後、配向膜の塗布
工程において、金属電極が破損してしまう問題があった。
【０００７】
　加えて、画素電極として金属電極を使用した場合、その金属電極下部から照射されるバ
ックライトの透過光が金属電極部分で散乱するものであった。その結果、バックライト光
の透過率が減衰し、明るさを確保できないことがあった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題を解決し得る、即ち、本発明は、基板との密着性に優れる
と共に、バックライト光の透過率が減衰し難い、液晶素子用の電極を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は上記課題を解決するために鋭意検討した結果、
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　本発明の液晶素子用の電極は、少なくとも基板、めっき下地層、パターン状の金属電極
の順で積層されたものであって、パターン状の金属電極は、線幅が１～５μｍであり、め
っき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであると共に、ポリピロール微粒子とバインダー
を含む層であり、ポリピロール微粒子とバインダーの量比が１：５～１：５０であること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の液晶素子用の電極は、基板との密着性に優れると共に、バックライト光の透過
率が減衰し難いものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の液晶素子用の電極を用いた一例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　更に詳細に本発明を説明する。
【００１３】
　本発明の液晶素子用の電極は、少なくとも基板、めっき下地層、パターン状の金属電極
の順で積層されたものであって、パターン状の金属電極は、線幅が１～５μｍであり、め
っき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであると共に、ポリピロール微粒子とバインダー
を含む層であり、ポリピロール微粒子とバインダーの量比が１：５～１：５０であること
を特徴とする。
　また、本発明の液晶素子用の電極は、限定されるものではないが、例えば図１に示すよ
うな液晶素子として用いることができる。具体的には、バックライト、偏光板、基板、め
っき下地層、パターン状の金属電極、配向膜、液晶分子、配向膜、カラーフィルターおよ
びブラックマトリックス、基板、偏光板の順で積層されたＩＰＳモードの液晶素子が挙げ
られる。また、図示省略するが、ＦＳＳモードの液晶素子などにも用いることができる。
【００１４】
［基板］
　本発明の基板としては、特に限定されないが、例えばガラス板、樹脂製のフィルムやシ
ートが挙げられる。
　樹脂製のフィルムやシートにおける樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート等のポ
リエステル系樹脂、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、ポリプロピレン系樹
脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリアミド
系樹脂、ポリイミド系樹脂などが挙げられる。
【００１５】
［めっき下地層］
　本発明のめっき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであると共に、ポリピロール微粒子
とバインダーを含む層であり、ポリピロール微粒子とバインダーの量比が１：５～１：５
０である。
【００１６】
　本発明のめっき下地層は、厚みが１０～１００ｎｍであり、厚みが１０ｎｍ未満である
と無電解めっき法による金属めっき膜が析出し難いものであり、厚みが１００ｎｍを超え
ると基板に対する密着性が劣る、或いはバックライト光の透過率が減衰してしまう。
【００１７】
　本発明のめっき下地層は、ポリピロール微粒子とバインダーを含む層であり、ポリピロ
ール微粒子とバインダーの量比が、ポリピロール微粒子：バインダー＝１：５～１：５０
である。ここでいう量比とは、ポリピロール微粒子とバインダーの固形分における量比を
指す。
　また、ポリピロール微粒子とバインダーの量比が特定範囲を逸脱した場合、無電解めっ
き法による金属めっき膜が析出し難い、或いは基板との密着性が劣る、或いはバックライ
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ト光の透過率が減衰してしまう。
【００１８】
　本発明のめっき下地層と、バックライト光の透過率の関係について説明する。
　めっき下地層は、ポリピール微粒子の存在により黒色の層である。そして、パターン状
の金属電極下部から照射されるバックライト光はめっき下地層で吸収され易いため、めっ
き下地層上に設けたパターン状の金属電極に直接当たり難い。そのため、パターン状の金
属電極下部から照射されるバックライト光の散乱を抑制でき、結果、バックライト光の透
過率が減衰することを防ぐことができる。
【００１９】
　本発明のめっき下地層におけるポリピロール微粒子は、ポリピロール微粒子上に触媒金
属が吸着され、結果的に、導電性のポリピロール微粒子となる。したがって、めっき下地
層を形成する際、基板上に、例えば導電性ポリピロール微粒子とバインダーを含む塗料、
或いは、還元性ポリピロール微粒子とバインダーを含む塗料のいずれかを塗布し、適宜後
述する脱ドープ処理を行って、触媒金属を吸着させ、結果的に、導電性のポリピロール微
粒子となる。
【００２０】
（導電性ポリピロール微粒子）
　上記の導電性ポリピロール微粒子とバインダーを含む塗料における導電性ポリピロール
微粒子とは、導電性を有する粒子であって、具体的には、０．０１Ｓ／ｃｍ以上の導電率
を有する粒子である。
　また、導電性ポリピロール微粒子としては、球形の微粒子であるものが挙げられ、その
平均粒径（レーザー回析／散乱法により求められる値）は、１０～１００ｎｍとするのが
好ましい。
【００２１】
　導電性ポリピロール微粒子としては、導電性を有するπ－共役二重結合を有するポリピ
ロールであれば特に限定されないが、例えばポリピロールの誘導体も使用できる。
　導電性ポリピロール微粒子は、π－共役二重結合を有するピロールモノマーから合成し
て使用する事ができるが、市販で入手できる導電性ポリピロール微粒子を使用することも
できる。
【００２２】
（還元性ポリピロール微粒子）
　上記の還元性ポリピロール微粒子とバインダーを含む塗料における還元性ポリピロール
微粒子としては、０．０１Ｓ／ｃｍ未満の導電率を有するπ－共役二重結合を有するポリ
ピロールであれば特に限定されないが、例えばポリピロールの誘導体も使用できる。
　また、還元性ポリピロール微粒子としては、０．００５Ｓ／ｃｍ以下の導電率を有する
ポリピロール微粒子が好ましい。
　還元性ポリピロール微粒子は、π－共役二重結合を有するモノマーから合成して使用す
る事ができるが、市販で入手できる還元性ポリピロール微粒子を使用することもできる。
　また、還元性ポリピロール微粒子としては、球形の微粒子であるものが挙げられ、その
平均粒径（レーザー回析／散乱法により求められる値）は、１０～１００ｎｍとするのが
好ましい。
【００２３】
（バインダー）
　本発明のめっき下地層は、ポリピロール微粒子と共にバインダーを含んだ層である。
　バインダーとしては、特に限定されるものではなく、例えば、ポリ塩化ビニル系樹脂、
ポリカーボネート系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリメチルメタクリレート系樹脂、ポリ
エステル系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレンオキシド系樹脂、ポリブタジエン
系樹脂、ポリ(N－ビニルカルバゾール)系樹脂、炭化水素系樹脂、ケトン系樹脂、フェノ
キシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、エチルセルロース系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ABS系樹
脂、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂、アクリル系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ア
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ルキド系樹脂、エポキシ系樹脂、シリコン系樹脂等が挙げられる。
【００２４】
　また、本発明のめっき下地層を形成する塗料は、導電性ポリピロール微粒子（或いは、
還元性ポリピロール微粒子）とバインダー樹脂に加えて、溶媒等を含み得る。 
更には、用途や塗布対象物等の必要に応じて、分散安定剤、増粘剤、インキバインダ等の
樹脂を加えることも可能である。
　溶媒としては、特に限定されるものではないが、例えば酢酸ブチル等の脂肪族エステル
類、トルエン等の芳香族溶媒、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、イソホロン等の
ケトン類、シクロヘキサン等の環状飽和炭化水素類、ｎ－オクタン等の鎖状飽和炭化水素
類、メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール等の鎖状飽和アルコール類、安息香酸メ
チル等の芳香族エステル類、ジエチルエーテル等の脂肪族エーテル類及びこれらの混合物
等が挙げられる。また、メチルセルソルブ等の多価アルコール誘導体溶媒、ミネラルスピ
リット等の炭化水素溶媒、ジヒドロターピネオール、Ｄ－リモネン等のテルペン類に分類
される溶媒を用いることもできる。なお、バインダーを若干溶解する成分を含んだ溶媒を
用いて、めっき下地層を形成するのがよい。
【００２５】
［パターン状の金属電極］
　本発明のパターン状の金属電極は、線幅が１～５μｍであり、好ましくは１～３μｍで
ある。線幅を１～３μｍにすることで、よりバックライト光の透過率減衰を抑えることが
できる。
　また、線幅が１μｍ未満であると、無電解めっき法による金属めっき膜が析出し難いも
のであり、線幅が５μｍを超えると、バックライト光の透過率が減衰してしまう。
　ここで線幅が５μｍ超えると、バックライト光の透過率が減衰してしまう理由について
説明する。
　液晶ディスプレイ用の液晶素子には、カラーフィルターの色が混ざらないようにするた
め、幅５μｍ程度のブラックマトリクスという黒色の部材が存在する。そして、ブラック
マトリクスは、バックライト光を透過させないため、ブラックマトリクスの真下に隠れる
ようにパターン状の金属電極を設けることで、バックライト光の透過率が減衰するのを防
止することができるようになる。そのため、パターン状の金属電極の線幅がブラックマト
リクスの幅５μｍ以下が必須であり、パターン状の金属電極の線幅が５μｍを超えると、
バックライト光の透過率が減衰してしまう。
【００２６】
（製造方法）
　本発明における液晶素子用の電極の製造方法は、例えば以下の方法が挙げられる。
［工程ａ］：基板上に、ポリピロール微粒子（導電性ポリピロール微粒子又は還元性ポリ
ピロール微粒子）と、バインダーとを含む塗料を塗布して、基板上にめっき下地層を形成
する工程、
［工程ｂ］：続いて、めっき下地層上に、感光性樹脂を含む塗料を塗布して、感光性樹脂
層を形成する工程、
［工程ｃ］：続いて、所定パターンを持つフォトマスクを介して、露光する工程、
［工程ｄ］：続いて、現像液にて現像を行い、パターン状の感光性樹脂層を形成する工程
、
［工程ｅ］：続いて、工程ｄで感光性樹脂層の一部が除去された、すなわち、めっき下地
層が露出している部位に対して触媒金属を付着させるために、触媒液に浸漬させ、無電解
めっき浴に浸漬させることにより、無電解めっき法によりパターン状の金属めっき膜を設
ける工程、
［工程ｆ］：
　続いて、工程ｅで形成されたパターン状の金属めっき膜同士の間に形成された感光性樹
脂層を剥離し、基板、めっき下地層、パターン状の金属電極（金属めっき膜）の順で積層
された液晶素子用の金属電極を得る工程。
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【００２７】
［工程ａ］について
　工程ａは、基板上に、ポリピロール微粒子（導電性ポリピロール微粒子又は還元性高分
子微粒子）と、バインダーとを含む塗料を塗布して、基板の表面にめっき下地層を形成す
る工程である。
　ポリピロール微粒子とバインダーとを含む塗料の粘度は５０～２０００００ＣＰＳの範
囲がよく、好ましくは５０～５００ＣＰＳの範囲内であり、これらの粘度範囲であると、
基板の表面にめっき下地層を形成し易い。
　なお、導電性ポリピロール微粒子又は還元性ポリピロール微粒子と、バインダーとを含
む塗料を、基板の表面上に印刷する方法としては、例えば、スクリーン印刷法、スクリー
ンオフセット法、グラビア印刷法、グラビアオフセット印刷法、フレキソ印刷法、インプ
リント印刷法、反転印刷法、インクジェット印刷法等が挙げられ、また、印刷方法は、各
印刷機を用いる通常の印刷法によって行うことができる。
【００２８】
［工程ｂ］について
　続いて、めっき下地層上に、感光性樹脂を含む塗料を塗布して、感光性樹脂層を形成す
る工程である。
　感光性樹脂層の形成は、感光性樹脂を用いる慣用の方法により行うことができる。感光
性樹脂としては、ネガ型の感光性樹脂、ポジ型の感光性樹脂の何れを用いることもでき、
また、あらゆる露光波長用の感光性樹脂を用いることができる。
　上述の感光性樹脂は、事前に調製して用いることもできるが、市販されているものを使
用することもできる。
【００２９】
［工程ｃ］について
　続いて、所定パターンを持つフォトマスクを介して、露光する工程である。
具体的には、マスクパターンを介して前記感光性樹脂層に紫外線等の光を照射することに
より達成され得る。
　マスクパターンは、ネガ型、ポジ型の何れでも適用できる。
　照射する紫外線の光源としては、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、ハロゲンラ
ンプ、キセノンランプ、殺菌灯等の一般的に用いられる光源を用いることができる。
【００３０】
［工程ｄ］について
　続いて、現像液にて現像を行い、パターン状の感光性樹脂層を形成する工程である。
具体的には、工程ｂで使用した感光性樹脂に対応した現像液に、工程ｃで露光されたもの
を浸漬し、感光性樹脂の一部を除去することにより達成される。
【００３１】
［工程ｅ］について
　続いて、工程ｄで感光性樹脂層の一部が除去された、すなわち、めっき下地層が露出し
ている部位に対して、触媒金属を付着させるための触媒液に浸漬させ、無電解めっき浴に
浸漬させることにより、無電解めっき法によりパターン状の金属めっき膜を設ける工程で
ある。
　工程ｅは、めっき下地層が露出している部位に対して、無電解めっき法により金属めっ
き膜を設ける工程である。
　この工程において、導電性ポリピロール微粒子を用いて形成されためっき下地層は、脱
ドープ処理を行った後に、無電解めっき法により金属めっき膜が設けられ、また、還元性
高分子微粒子を用いて形成されためっき下地層は、脱ドープ処理を行うことなく無電解め
っき法により金属めっき膜が設けられる。
【００３２】
　脱ドープ処理としては、パターン化されためっき下地層が形成された基材を、還元剤、
例えば、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カリウム等の水素化ホウ素化合物、ジメ
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チルアミンボラン、ジエチルアミンボラン、トリメチルアミンボラン、トリエチルアミン
ボラン等のアルキルアミンボラン、及び、ヒドラジン等を含む溶液で処理して還元する方
法、又は、アルカリ性溶液で処理する方法が挙げられる。
　操作性及び経済性の観点からアルカリ性溶液で処理するのが好ましい。
　特に、導電性ポリピロール微粒子を含むめっき下地層は非常に薄いものであるため、緩
和な条件下で短時間のアルカリ処理により脱ドープを達成することが可能である。
　例えば、１Ｍ　水酸化ナトリウム水溶液中で、２０ないし５０℃、好ましくは３０ない
し４０℃の温度で、１ないし３０分間、好ましくは３ないし１０分間処理される。
　上記脱ドープ処理により、めっき下地層中に存在する導電性ポリピロール微粒子は、還
元性高分子微粒子となる。
【００３３】
　無電解めっき法としては、通常知られた方法に従って行うことができる。
　即ち、導電性ポリピロール微粒子を用いて形成されためっき下地層については、脱ドー
プ処理を行い、また、還元性ポリピロール微粒子を用いて形成されためっき下地層は脱ド
ープ処理を行うことなく、めっき下地層が露出した部位に対して、塩化パラジウム等の触
媒金属を付着させるための触媒液に浸漬した後、水洗等を行い、無電解めっき浴に浸漬す
ることにより金属めっき膜を設けることができる。
　触媒液は、無電解めっきに対する触媒活性を有する貴金属（触媒金属）を含む溶液であ
り、触媒金属としては、パラジウム、金、白金、ロジウム等が挙げられ、これら金属は単
体でも化合物でもよく、触媒金属を含む安定性の点からパラジウム化合物が好ましく、そ
の中でも塩化パラジウムが特に好ましい。
　好ましい、具体的な触媒液としては、０．０５％塩化パラジウム－０．００５％塩酸水
溶液（ｐＨ３）が挙げられる。
　処理温度は、２０ないし５０℃、好ましくは３０ないし４０℃であり、処理時間は、０
．１ないし２０分、好ましくは、１ないし１０分である。
　上記の操作により、めっき下地層中の還元性ポリピロール微粒子上に触媒金属が吸着さ
れ、結果的に、導電性のポリピロール微粒子となる。
【００３４】
　上記で処理された基板は、金属を析出させるためのめっき液に浸され、これにより金属
めっき膜が形成される。
　めっき液としては、通常、無電解めっきに使用されるめっき液であれば、特に限定され
ない。
　即ち、無電解めっきに使用できる金属、銅、金、銀、ニッケル等、全て適用することが
できるが、銅が好ましい。
　無電解銅めっき浴の具体例としては、例えば、ＡＴＳアドカッパーＩＷ浴（奥野製薬工
業（株）社製）等が挙げられる。
　処理温度は、２０ないし５０℃、好ましくは３０ないし４０℃であり、処理時間は、１
ないし３０分、好ましくは、５ないし１５分である。
　得られためっき品は、使用した基材のＴｇより低い温度範囲において、数時間以上、例
えば、２時間以上養生するのが好ましい。
　形成される金属めっき膜の厚さは、５μｍ以下が好ましく、より好ましくは金属めっき
膜の線幅以下に厚みを調整することがよい。
【００３５】
［工程ｆ］について
　続いて、工程ｅで形成されたパターン状の金属めっき膜同士の間に形成された感光性樹
脂層を剥離し、基板、めっき下地層、パターン状の金属電極（金属めっき膜）の順で積層
された液晶素子用の金属電極を得た工程である。
　具体的には、工程ｂで使用した感光性樹脂に対応したリンス液に浸漬し、工程ｅで形成
されたパターン状の金属めっき膜同士の間に形成された感光性樹脂層を除去することによ
り、基板、めっき下地層、パターン状の金属電極（金属めっき膜）の順で積層された液晶
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素子用の金属電極を得る。
【実施例】
【００３６】
　次に、本発明を実施例により更に詳細に説明する。
（製造例１：めっき下地層用塗料Ａの調製）
　アニオン性界面活性剤：ペレックスＯＴ－Ｐ（花王(株)製）１．５ｍｍｏｌ、トルエン
１０ｍＬ、イオン交換水１００ｍＬを加えて２０℃に保持しつつ乳化するまで撹拌した。
　得られた乳化液にピロールモノマー２１．２ｍｍｏｌを加え、１時間撹拌し、次いで過
硫酸アンモニウム６ｍｍｏｌを加えて２時間重合反応を行った。
　反応終了後、有機相を回収し、イオン交換水で数回洗浄して、トルエンに分散した導電
性ポリピロール微粒子が分散したポリピロール分散液を得た。
　なお、ここで得られたポリピロール分散液中の導電性ポリピロール微粒子の固形分は、
約５．０％であった。また、導電性ポリピロール微粒子の粒径は、動的光散乱式ナノトラ
ック粒度分布計：ＵＰＡ－ＥＸ２５０（日機装(株)製）で測定した結果、最大粒径が１０
０ｎｍであった。
【００３７】
　次に、上記で調製したポリピロール系分散液に、バインダー：アミディアＪ－８２０（
ＤＩＣ(株)製：メラミン系樹脂）を加え、固形分比で導電性ポリピロール微粒子：バイン
ダー＝１：５０、かつ固形分が約５．０％となるようにめっき下地層用塗料Ａを調製した
。
【００３８】
（製造例２：めっき下地層用塗料Ｂの調製）
　製造例１で調製したポリピロール系分散液に、バインダー：アミディアＪ－８２０（Ｄ
ＩＣ(株)製：メラミン系樹脂）を加え、固形分比で導電性ポリピロール微粒子：バインダ
ー＝１：５、かつ固形分が約５．０％となるようにめっき下地層用塗料Ｂを調製した。
【００３９】
（製造例３：めっき下地層用塗料Ｃの調製）
　製造例１で調製したポリピロール系分散液に、バインダー：アミディアＪ－８２０（Ｄ
ＩＣ(株)製：メラミン系樹脂）を加え、固形分比で導電性ポリピロール微粒子：バインダ
ー＝１：１００、かつ固形分が約５．０％となるようにめっき下地層用塗料Ｃを調製した
。
【００４０】
（製造例４：めっき下地層用塗料Ｄの調製）
　製造例１で調製したポリピロール系分散液に、バインダー：アミディアＪ－８２０（Ｄ
ＩＣ(株)製：メラミン系樹脂）を加え、固形分比で導電性ポリピロール微粒子：バインダ
ー＝１：１、かつ固形分が約５．０％となるようにめっき下地層用塗料Ｄを調製した。
【００４１】
（実施例１）
　［工程ａ］
　ＰＥＴフィルム基板：コスモシャインＡ４１００（東洋紡(株)製）上に、製造例１で調
製しためっき下地層用塗料Ａをバーコーターにて塗工し、１２０℃で５分間乾燥して、厚
みが５０ｎｍのめっき下地層を形成した。
　ここで、工程ａで形成されためっき下地層の厚みについて、走査型電子顕微鏡：ＪＳＭ
－６７００Ｆ（日本電子(株)製）にてめっき下地層断面を観察し、任意の１０箇所の膜厚
を測定し、その膜厚の平均値を「めっき下地層の厚み」とし、結果、厚みが５０ｎｍであ
った。
【００４２】
　［工程ｂ］
　続いて、工程ａで形成されためっき下地層上に、ネガ型感光性樹脂：ＯＭＲ－８３（東
京応化工業(株)製）を含む塗料をバーコーターにて塗布し、８５℃で３０分間乾燥して、
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厚みが２μｍの感光性樹脂層を形成した。
【００４３】
　［工程ｃ］
　続いて、Ｌ／Ｐ＝３／１０μｍの櫛歯パターンを持つフォトマスクを介して、高圧水銀
灯にて露光した。なお、ここでいうＬ／Ｐとは、ライン／ピッチを指す。
【００４４】
　［工程ｄ］
　続いて、現像液：ＯＭＲ（東京応化工業(株)製）にて１分間浸漬して現像を行い、パタ
ーン状の感光性樹脂層を形成した。
【００４５】
　［工程ｅ］
　続いて、工程ｄで感光性樹脂層の一部分が除去された、すなわち、めっき下地層が露出
している部位に対して、１Ｍ水酸化ナトリウム溶液に３５℃で５分間浸漬して脱ドープ処
理を行った。
　続いて、０．０２％塩化パラジウム－０．０１％塩酸水溶液に３５℃で５分間浸漬後、
イオン交換水で水洗した。
　続いて、無電解めっき浴：ＡＴＳアドカッパーＩＷ浴（奥野製薬工業(株)製）に浸漬し
、３５℃で１０分間浸漬し、線幅が３μｍで、厚みが３００ｎｍのパターン状の金属めっ
き膜を形成した。
【００４６】
　［工程ｆ］
　続いて、工程ｅで形成された無電解めっき法による金属めっき膜同士の間に形成された
感光性樹脂層を剥離し、具体的には剥離液：ＯＭＲ ５０２Ａ（東京応化工業(株)製）に
１分間浸漬して剥離し、基材上にパターン状の無電解めっき法による金属めっき膜（金属
電極）、すなわち基板上に、めっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された
液晶素子用の電極を得た。
【００４７】
（実施例２）
　基板として、ガラス基板を使用した以外は、実施例１と同様の方法にて、基板上にめっ
き下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電極を得た。
【００４８】
（実施例３）
　製造例２で調製しためっき下地層用塗料Ｂを使用した以外は、実施例１と同様の方法に
て、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電
極を得た。
【００４９】
（実施例４）
　工程ａにおいて、めっき下地層の厚みを１０ｎｍとした以外は、実施例１と同様の方法
にて、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の
電極を得た。
【００５０】
（実施例５）
　工程ａにおいて、めっき下地層の厚みを１００ｎｍとした以外は、実施例１と同様の方
法にて、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用
の電極を得た。
【００５１】
（実施例６）
　工程ｃにおいて、Ｌ／Ｐ＝１／１０μｍの櫛歯パターンを持つフォトマスクを介して、
高圧水銀灯にて露光した以外は、実施例１と同様の方法にて、基板上にめっき下地層を介
して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電極を得た。
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【００５２】
（実施例７）
　工程ｃにおいて、Ｌ／Ｐ＝５／１０μｍの櫛歯パターンを持つフォトマスクを介して、
高圧水銀灯にて露光した以外は、実施例１と同様の方法にて、基板上にめっき下地層を介
して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電極を得た。
【００５３】
（比較例１）
　製造例３で調製しためっき下地層用塗料Ｃを使用した以外は、実施例１と同様の方法に
て、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電
極を得た。
【００５４】
（比較例２）
　製造例４で調製しためっき下地層用塗料Ｄを使用した以外は、実施例１と同様の方法に
て、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電
極を得た。
【００５５】
（比較例３）
　工程ａにおいて、めっき下地層の厚みを１ｎｍとした以外は、実施例１と同様の方法に
て、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電
極を得た。
【００５６】
（比較例４）
　工程ａにおいて、めっき下地層の厚みを１μｍとした以外は、実施例１と同様の方法に
て、基板上にめっき下地層を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電
極を得た。
【００５７】
（比較例５）
　工程ｃにおいて、Ｌ／Ｐ＝０．５／１０μｍの櫛歯パターンを持つフォトマスクを介し
て、高圧水銀灯にて露光した以外は、実施例１と同様の方法にて、基板上にめっき下地層
を介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電極を得た。
【００５８】
（比較例６）
　工程ｃにおいて、Ｌ／Ｐ＝１０／１０μｍの櫛歯パターンを持つフォトマスクを介して
、高圧水銀灯にて露光した以外は、実施例１と同様の方法にて、基板上にめっき下地層を
介して、パターン状の金属電極を積層された液晶素子用の電極を得た。
【００５９】
（比較例７）
［工程a’］
　マイクロプリントコンタクト法で用いるポリジメチルシロキサン(PDMS)などのシラン化
合物と結合するスタンプを作製する。この時のパターンは、線幅が３μｍで櫛歯パターン
の反転パターンに設計する。
　スタンプ上に、第一のシランカップリング材からなるインク薄膜を塗布して形成する。
この際、第一のシランカップリング材を有機溶剤や水に溶解させてインクを調整する。シ
ランカップリング材には、スタンプ(PDMS)に付着し、パラジウム触媒を吸着する材料とし
、ここではn-2(アミノメチル)3-アミノプロピルトリメトキシシランを用いる。n-2(アミ
ノメチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン 0.02mmol/dm3のエタノール溶液に、前述
のスタンプを1分晒す。
　その後、窒素ブローを行い、3分間乾燥することでインク薄膜を得る。
［工程b’］
　ガラス基板に対して、スタンプのインク薄膜を1分間密着させることで、インクを転写
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する。
　その後、120℃/10分間焼成する。
［工程c’］
　ガラス基板の露出部に対して、第二のシランカップリング材を塗布する。このシランカ
ップリング材は、ガラス基板に密着し、第一のシランカップリング材のパターンに密着せ
ず、パラジウム触媒も吸着しない材料とし、ここでは（トリデカフルオロ-1,1,2,2,-テト
ラヒドロオクチル）トリエトキシシランを用いる。
　（トリデカフルオロ-1,1,2,2,-テトラヒドロオクチル）トリエトキシシランの完全フッ
素化溶剤(フロリナートFC-77;3M社製)に、10mmol/dm3で溶解させた溶液とし、その溶液に
、工程b’により得た基板を10分浸漬する。
　その後、120℃で10分間焼成する。
　最後に、リンス工程として、水やエタノールで第一のシランカップリング材を洗浄する
。
［工程d’］
　工程ｃ’で得られた基板に、パラジウム層を吸着させる。
　パラジウム触媒(IG-0218A;ディップソール社製)に5分間浸漬させ、その後、純水で超音
波洗浄する。
［工程e’］
　工程ｄ’で得られた基板に、無電解めっきを行い、パラジウム上にNiめっき膜を設ける
。
　Ni-B成膜用めっき液BEL-801;上村工業製を60℃で1分間処理する。
　その後200℃で1時間アニールすることで、基板上に、厚さ：200nm L/P=3/10μmの櫛歯
パターンの金属電極を得た。
【００６０】
［試験例１］
　実施例１～７、および比較例１～７で得られた液晶素子用の電極について、めっき析出
性、密着性、透過率の各評価を行い、その結果を表１に示した。なお、評価方法および評
価基準は以下の通りとした。
【００６１】
＜めっき析出性＞
　［評価方法］
　得られた液晶素子用の電極から１ｃｍ×１ｃｍ角に切断して試験試料を得た。
　次に、得られた試験試料の両端にテスターを当てての導通テストを任意の１０点で測定
した。
　［評価基準］
　　　○：任意の８点以上で導通が確認された。
　　　△：任意の１～７点で導通が確認された。
　　　×：任意の１０点何れにおいても導通が確認されなかった。
【００６２】
＜密着性＞
　［評価方法］
　得られた液晶素子用の電極から１０ｃｍ×１０ｃｍ角に切断して試験試料を得た。
　続いて、得られた液晶素子用の電極上に配向膜を設けるため、ポリイミド樹脂の塗布、
仮焼成、本焼成、ラビング処理、ラビング処理後の洗浄を実施し、配向膜を形成した。
　続いて、配向膜を設けた試験資料をマイクロスコープで拡大観察し、試験資料の電極パ
ターン（１ｃｍ×１ｃｍ角）における電極の断線箇所数を計測した。
　［評価基準］
　　　○：電極の断線が確認されなかった。
　　　△：電極の断線が１～２箇所確認された。
　　　×：電極の断線が３箇所以上確認された。
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【００６３】
＜透過率＞
［評価方法］
　得られた液晶素子用の電極から１０ｃｍ×１０ｃｍ角に切断して試験試料を得た。
　続いて、得られた液晶素子用の電極上に配向膜を設けるため、ポリイミド樹脂の塗布、
仮焼成、本焼成、ラビング処理、ラビング処理後の洗浄を実施し、配向膜を形成した。続
いて、配向膜上に、ドット状カラムスペーサー(JSR（株）製　型番JNPC-123-V2、高さ約5
μm)を配置し、注入口エリアとなる部分を除く基材周囲に熱硬化型シール材(三井化学（
株）製　型番XN21-S)を塗布した後、他方をガラス基板と重ね合わせ、バネ式冶具加圧環
境下、160℃/5hで加熱することで基材同士を張り合わせた。
　続いて、液晶組成物を注入口からキャピラリーで注入した後、UV接着剤(スリーボンド
製　型番3027D)　で封止した。液晶セルのセルギャップは3μmであった。
　続いて、偏光顕微鏡BX-50p (オリンパス(株))の偏光子と検光子をパラレルニコルにし
、マルチチャンネルアナライザPMA-11(浜松ホトニクス(株))で液晶組成物の入っていない
空セルから得られた透過光スペクトルの380nmから760nmのピーク面積を100%とした。
　また、液晶組成物を注入したセルをクロスニコル下で観察を行い、交流装置 WF1948(エ
ヌエフ回路設計ブロック(株))で10V電圧を印加して測定したときの透過光強度を用いて、
光透過率を算出した。
　この測定をセルの応答部分を9分割し、9つの領域で行った。算出した9点の光透過率か
ら平均を求め、平均に最も近い値を光透過率として示した。
［評価基準］
　　○：印加電圧10Vの際の透過率が35%以上であった。
　　△：印加電圧10Vの際の透過率が30%以上～35%未満であった。
　　×：印加電圧10Vの際の透過率が30%未満であった。
【００６４】
【表１】
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